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平成 26 年６月 13 日 

各 位 

会 社 名 株式会社京王ズホールディングス 

代表者名 代表取締役社長 横江 実 

 （コード：3731、東証マザーズ） 

問合せ先 取締役管理部長 湯瀬 昭宏 

（TEL：022-722-0333） 

 

 

決算期変更及び定款一部変更に関するお知らせ決算期変更及び定款一部変更に関するお知らせ決算期変更及び定款一部変更に関するお知らせ決算期変更及び定款一部変更に関するお知らせ    

 

 

当社は、平成 26 年６月 13 日開催の取締役会において、平成 26 年７月 29 日開催予定の臨時

株主総会で議案である「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、決算期の変更、

取締役の員数変更及び監査役の員数変更を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお

知らせいたします。 

 

記 

 

１． 変更の理由・目的 

（１）決算期変更の件 

当社の事業年度は、毎年 11 月１日から 10 月 31 日までの 1 年としておりますが、当社の

親会社である株式会社光通信（以下「親会社」といいます。）と決算期を統一することによ

り、経営及び事業運営の効率化を図るため、当社の事業年度を毎年４月１日から３月 31 日

までに変更するものであります。これに伴い、現行定款に所要の変更を行うとともに、経

過措置として新たに附則を設けるものであります。 

 

（２）取締役及び監査役の員数変更の件 

取締役に関しましては、取締役の監督機能及び経営体制の強化を図るため、取締役の員

数を５名以内から 10 名以内に変更するものであります。 

   監査役につきましては、経営監視機能の強化を図るため、監査役の員数を５名以内から

10 名以内に変更するものであります。 

 

２． 決算期変更の内容 

現在 ： 毎年 10 月 31 日 

変更後： 毎年 ３月 31 日 

 

決算期変更の経過期間となる第 22 期は、平成 25 年 11 月１日から平成 27 年３月 31 日ま

での 17 ヶ月決算となる予定です。 



2 

 

 

３． 定款変更の内容 

 (下線部分は変更箇所を示しています。) 

現行定款 変更後 

（基準日） 

第 13 条第１項 当会社は、毎年 10 月 31 日

の最終の株主名簿に記録された議決

権を有する株主をもって、その事業

年度に関する定時株主総会において

権利を行使することができる株主と

する。 

（基準日） 

第 13 条第１項 当会社は、毎年３月 31 日の

最終の株主名簿に記録された議決権

を有する株主をもって、その事業年

度に関する定時株主総会において権

利を行使することができる株主とす

る。 

（員数） 

第 20 条 当会社の取締役は 5 名以内とす

る。 

（員数） 

第 20 条 当会社の取締役は 10 名以内とす

る。 

（員数） 

第 28 条 当会社の監査役は 5 名以内とす

る。 

（員数） 

第 28 条 当会社の監査役は 10 名以内とす

る。 

（事業年度） 

第 35 条 当会社の事業年度は、毎年 11 月 1

日から翌年 10 月 31 日までの 1 年と

する。 

（事業年度） 

第 35 条 当会社の事業年度は、毎年４月 1

日から翌年３月 31 日までの 1 年とす

る。 

（剰余金の配当） 

第 36 条第 1 項 剰余金の配当は、毎年 10 月

31 日の最終の株主名簿に記録された

株主又は登録株式質権者に支払う。 

（剰余金の配当） 

第 36条第 1項 剰余金の配当は、毎年３月 31

日の最終の株主名簿に記録された株

主又は登録株式質権者に支払う。 

（中間配当） 

第 37 条 当会社は、取締役会の決議によ

り、毎年４月 30 日の最終の株主名簿

に記録された株主又は登録株式質権

者に対し、中間配当を行うことがで

きる。 

（中間配当） 

第 37 条 当会社は、取締役会の決議によ

り、毎年９月 30 日の最終の株主名簿

に記録された株主又は登録株式質権

者に対し、中間配当を行うことがで

きる。 
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（新設） 

附則 

第 1 条 第 35 条の規定に関わらず、平成 25

年 11 月１日から始まる第 22 期事業年

度は、平成 27 年３月 31 日までの 17

ヶ月間とする。なお、本附則は、第

22 期事業年度終了後これを削除す

る。 

第 2 条 第 22 条の規定に関わらず、平成 26

年 1 月 24 日開催の第 21 期定時株主総

会において選任された取締役の任期

は、第 22 期事業年度に関する定時株

主総会の終結の時までとする。なお、

本附則は、第 22 期事業年度に関する

定時株主総会終結後、これを削除す

る。 

 

４．定款一部変更の日程 

  臨時株主総会開催日 ： 平成 26 年７月 29 日 

  定款変更の効力発生日： 平成 26 年７月 29 日 

 

５．今後の見通し 

  決算期変更の経過期間となる第 22 期(平成 25 年 11 月１日から平成 27 年３月 31 日)の連結

の業績予想につきましては、算出が出来次第お知らせいたします。 

 

以上                                                                                                                             


